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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 平成２５年５月３日（金、祝日） １９時０５分ごろ 

発生場所 福井県福井港の三国
み く に

区の九頭竜
くずりゅう

川河口 

 福井県坂井市所在の三国防波堤灯台から真方位０７９°２４０ｍ付

近 

 （概位 北緯３６°１３.１′ 東経１３６°０７.８′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 高志
た か し

丸、３.５トン 

 ＦＫ３－１１６５５（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.５６ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３０２kＷ、昭和５８年３月１２日 

 第２４４－１８９８１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年２月２５日 

  免許証交付日 平成２１年２月６日 

         （平成２６年２月２４日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ３５歳 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、福井港南防波

堤灯台を右舷正横に見て通過した頃、船長が、左舷船首方に九頭竜川

河口へ向けて東南東進するいか釣り漁船（以下「Ａ船」という。）を

認め、Ａ船を先に航行させようとして約３.５ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）に減じた。 

 船長は、Ａ船が、三国防波堤灯台を通過し、九頭竜川を上流に向け

て航行するようになった頃、Ａ船の後方に約１００ｍ隔てて付き、同

じ距離を保って三国防波堤灯台を左舷側に見て通過した。 

 本船は、三国防波堤で反射した高さ約０.５ｍのＡ船の引き波を左

舷方から受けて横揺れを生じ、平成２５年５月３日１９時０５分ご
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ろ、三国防波堤灯台から真方位０７９°２４０ｍ付近において、船尾

甲板左舷側に置いた高さ約３０cmのクーラーボックスの上に左舷方を

向いて座っていた釣り客Ａが、右舷側（釣り客Ａから見て後方）に仰

向けで転倒し、右舷舷縁に後頭部を打った。 

 船長は、操舵室に立ち、手動で操舵に当たっていたところ、船尾甲

板から物音がして振り返った際、船尾甲板上で仰向けになり、右舷舷

縁に頭が乗った状態の釣り客Ａを認めたものの、操舵に当たっていた

ので、その場を離れることができず、また、釣り客Ａがすぐに上体を

起こしたので、航行を続けて福井港三国区の九頭竜川右岸の係留場所

に到着した。 

 船長は、本事故の翌日、釣り客を紹介した釣具店から連絡を受け、

釣り客Ａが、帰宅後に気分が悪くなり、おう吐したことを聞かされ、

釣り客Ａに電話を掛けて病院へ行くように促した。 

 釣り客Ａは、自宅近くの病院で診察を受け、頸
けい

部捻挫と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、川の流れ 約０.３kn 

日没時刻：１８時４５分ごろ（事故発生場所付近） 

 その他の事項  船長及び釣り客４人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 船長は、ふだん、一本釣り漁の操業を行っていたが、知り合いの釣

具店から釣り客の紹介を受け、土曜日、日曜日及び祝日のみ遊漁船業

を行っていた。 

 本事故発生場所付近の九頭竜川河口は、左岸の護岸には消波ブロッ

クが設置されていたが、右岸の三国防波堤には消波ブロックが設置さ

れておらず、船長は、これまでにも上流へ向けて航行した際、三国防

波堤に反射した先行する船舶の引き波により、横揺れを経験したこと

があった。 

 船長は、本事故後、釣り客に対し、船体の横揺れに備えて船首方を

向いておくよう、事前に言っていなかったので、本船が横揺れを生じ

た際、釣り客Ａが転倒したものと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、九頭竜川河口において、上流へ向かうＡ船の後方を約１００ｍ

隔てて航行中、三国防波堤に反射したＡ船の引き波を左舷方から受け

たことから、横揺れを生じ、船尾甲板左舷側に置いたクーラーボック

スの上に左舷方を向いて座っていた釣り客Ａが、右舷側に転倒して後

頭部を打ち、負傷したものと考えられる。 
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 船長は、過去に九頭竜川河口付近を上流へ向けて航行した際、三国

防波堤に反射した先行する船舶の引き波により、横揺れを経験したこ

とがあったことから、釣り客に対し、横揺れを生じる虞があることを

伝えていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、九頭竜川河口において、上流へ向かうＡ

船の後方を約１００ｍ隔てて航行中、三国防波堤に反射したＡ船の引

き波を左舷方から受けたため、横揺れを生じ、船尾甲板左舷側に置い

たクーラーボックスの上に左舷方を向いて座っていた釣り客Ａが、右

舷側に転倒して後頭部を打ったことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  船長は、本事故後、これまで釣具店から紹介を受けて行っていた遊

漁船業をやめた。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・防波堤、護岸等の近くを他の船舶に続いて航行する場合、先行す

る船舶の引き波が防波堤等に反射して横方向からの波となり、横

揺れを生じさせることがあるので、先行する船舶との船間距離を

十分にとるとともに、乗船者へ横揺れに対する備えを行うよう、

事前に伝えておくこと。 

 

 



 

 

- 4 
- 

付図１ 事故発生経過概略図 
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